
令和６年度　巡回指導等実績

(延べ回数)

（２）指導検査実績

　　　　小規模・事業所内保育所（区検査）

　

　

認可外保育施設（委託）  ３１園 １５９回

小規模・事業所内保育所 　　２園 １４回

認証保育所  １１園 ８９回

区立・公設民営保育所  １６園 ８９回

（内容）
　保育の質の向上にむけて、平成27年度より認可保育所及び地域型保育事業等に対し、保育士等による巡
回指導を実施している。指導内容としては、保育内容、人員配置、安全・衛生管理、保育士の指導・助言など
を行っている。認可外保育施設については、令和3年度より委託による巡回を行っている。
　また、子ども・子育て支援法に基づき、認可・認証保育所及び地域型保育事業所の指導検査を行っている。

（１）巡回指導実績（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）　

対　象　施　設 　　回　　数

私立認可保育所 　　６５園 ５９３回

小規模・事業所内保育所（区検査） ２園

認証保育所（区検査） ６園

対　象　施　設 　　回　　数

私立認可保育所（都と区の合同検査） ４園

私立認可保育所（区検査） ５８園

０園

都検査立会い　認証保育所 １園

都検査立会い　認可外保育所 ３園

公立保育所（区検査） ５園

睡眠時呼吸確認の徹底
　

　突然死のリスクが高い睡眠中の見守りについては引き続き、形骸化しないよう
見守り体制を継続して確認することが重要である。特に園の職員体制が変わっ
た時や年度当初は５つのポイント（寝始め・仰向け・明るさ・触診・時間の確認）を
示し、事故防止に努めるよう指導している。取組が十分でない園に対しては、巡
回の回数を増やし、改善が見られるまで指導を徹底した。

誤嚥・窒息事故の防止

　重大事故につながらないよう、食事の際に子どもの摂食状況を確認している
か、食べ始めから見守りが行われているか、安全な食べ方に配慮されているか
について重点的に確認している。特に、配膳により見守りを行えていない状況が
ないよう指導している。

不適切な保育の防止
巡回時に保育士の言葉がけや対応を確認し、助言、指導している。また、園長会
や集団指導の場で各自治体などの事例を基に情報共有している。さらに、園内
でも日々の保育の振り返りが出来るよう研修などに努めるよう指導している。

※東京都＝児童福祉法  ※中央区＝子ども・子育て支援法 　　　◎左記の根拠により指導検査を実施

（巡回指導の課題と指導内容）

課　　題 指　導　内　容

都検査立会い　認可保育所

資料４





 












